
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 当館が所蔵する「伊予八藩土地
関係資料」のうち、松山市とその
周辺地域の「畝順帳」「畝順帳更正」
は、2 月 1 日より館内の専用パソコ
ンによる閲覧・プリントアウトと
なります。 
 詳しくは館内の掲示またはホー
ムページをご覧ください。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 県民の共有財産である図書館蔵
書の点検と、迅速に資料提供をす
るための整理を行うため、休館い
たします。 
 この間、貸出・レファレンス・
コピー・貸出延長手続き等の業務
は来館・電話共お休みいたします。 
 なお、当日の新聞は 1 階ロビー
でご覧いただけます。 
（ただし、9時40分から18時まで） 
★特別整理休館 
 2 月26 日(火)～3 月6 日(木)  

 

 
 

■老舗大国日本！創業は江戸以前 
■チョコレートワールド 
 ～歴史・科学・効能～ 
■体を動かそう 
■かくれた愛媛の名著 
 えひめ文化図書賞（中旬まで） 
■おもちゃ絵（１階ロビー） 
 
 
 
●古文書解読講座 
 ‚Q‚S“ú(“ú)10 Žž～12 Žž 

 愛媛県美術館講堂 
 会員制。詳細は図書整理係まで。 
●ビジネスなんでも無料相談会 
 ‚P‚V“ú(“ú)12 Žž30 •ª～17 Žž30 •ª 

 ２階・視聴覚ホール 
 予約制。詳細は担当・天野まで。 

 
                             皆さまから寄せられた質問にお答えします 
 

【問い】伊予史談会所蔵の資料をコピーしたいので手続き方法を教えてほしい。 

【答え】大正3年に創立された伊予史談会（いよしだんかい）が収集・筆写した愛媛県の歴史等に関する資料は、「伊予史

談会文庫」として当館に寄託されています。 
   書庫にある資料ですので、閲覧の際は館内備え付けの冊子体目録（『伊予史談会文庫和書目録平成15年4月』、『伊予

史談会文庫目録昭和52年6月』）で請求記号をお調べのうえ、3階・第一閲覧室の係員にご請求ください。 
   コピーをとるには、伊予史談会の許可が必要です。カウンターでお渡しする「伊予史談会文庫撮影・コピーについて

の申請書」をご提出ください。許可されましたら当館から申込者へ連絡いたしますので、再度来館の上、コピーをおと

りください。なお、許可が下りるまでは通常10日程度要します。また、コピーの郵送依頼にも応じています。 
 
 
 

開 館 カ レ ン ダ ー   は休館日です  
２月 
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開 館 時 間 
火曜から金曜 
 9 時 40 分から 19 時まで  
 
土・日・祝日 
 9 時 40 分から 18 時まで 
 
こども読書室 
 9 時 40 分から 17 時まで 
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